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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
歩
行
者
の
交
通
事
故
防
止
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
、
二
、
三
の
１
及
び
２
の
前
段
並
び
に
四
に
つ
い
て 

 
 

都
道
府
県
警
察
に
お
い
て
は
、
歩
行
者
の
交
通
事
故
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
御
指
摘
の
令
和
二
年
十
一
月
二
十
七
日
付

け
の
通
達
等
に
従
っ
て
、
横
断
歩
道
に
お
け
る
歩
行
者
優
先
義
務
の
遵
守
等
に
関
す
る
交
通
安
全
教
育
や
広
報
啓
発
の
推
進
、

道
路
を
横
断
し
よ
う
と
す
る
歩
行
者
の
保
護
に
資
す
る
交
通
指
導
取
締
り
の
推
進
、
道
路
管
理
者
と
連
携
し
た
御
指
摘
の

「
ハ
ン
プ
」
や
「
ス
ム
ー
ス
横
断
歩
道
」
等
の
整
備
の
推
進
と
い
っ
た
取
組
を
進
め
て
い
る
ほ
か
、
反
射
材
料
を
用
い
た
横

断
歩
道
の
高
輝
度
化
等
、
横
断
歩
道
の
視
認
性
を
確
保
す
る
た
め
の
取
組
も
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
横
断
歩
行
者
等
妨
害
等
」
に
係
る
も
の
も
含
め
、
交
通
指
導
取
締
り
に
つ
い
て
は
、
交
通
事
故
の
抑

止
に
資
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
各
警
察
署
ご
と
に
、
交
通
事
故
実
態
の
分
析
等
に
基
づ
く
方
針
の
策
定
、
当
該
方
針
に
従

っ
た
実
行
、
お
お
む
ね
六
箇
月
の
周
期
に
よ
る
効
果
検
証
、
そ
の
結
果
の
次
期
の
方
針
へ
の
反
映
と
い
っ
た
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ

ク
ル
に
基
づ
く
管
理
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

警
察
庁
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
こ
れ
ら
の
取
組
が
着
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県
警
察
に
対
し
て
必
要
な
指
導

を
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。 



 

２ 

 

 
 

な
お
、
現
時
点
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
「
横
断
歩
行
者
等
妨
害
等
を
行
っ
た
車
両
の
確
認
事
務
」
に
係
る
「
民
間
委
託
及

び
自
動
記
録
装
置
の
導
入
」
や
「
横
断
歩
道
で
の
歩
行
者
優
先
に
関
す
る
罰
則
強
化
」
等
に
つ
い
て
は
、
考
え
て
い
な
い
。 

三
の
２
の
後
段
に
つ
い
て 

 
 

全
国
の
横
断
歩
道
の
数
は
、
令
和
元
年
度
末
時
点
に
お
い
て
、
百
十
五
万
七
千
九
百
三
本
で
あ
る
。 

 
 

全
国
の
御
指
摘
の
「
ハ
ン
プ
、
イ
メ
ー
ジ
ハ
ン
プ
及
び
ス
ム
ー
ス
横
断
歩
道
」
の
数
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
御
指
摘
の

「
生
活
道
路
対
策
エ
リ
ア
」
の
う
ち
、
「
ハ
ン
プ
」
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
平
成
三
十
年
度
末
時
点
で
四
十
八
箇
所

で
あ
り
、
ま
た
、
「
イ
メ
ー
ジ
ハ
ン
プ
」
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
同
時
点
で
二
十
一
箇
所
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 


